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○貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて        （平成 21 年 9 月 29 日付け国自安第 74 号、国自貨第 78 号、国自整第 68 号） 

改    正 現    行 

制  定 平成 21 年 9 月 29 日  国自安第 74 号 

国自貨第 78 号 

国自整第 68 号 

一部改正 平成 22 年 12 月 15 日 

一部改正 平成 25 年 9 月 17 日 

一部改正 令和元年 10 月 31 日 

一部改正  令和５年３月 28 日 

 

各地方運輸局（関東・近畿除く）自動車交通部長 殿 

（関東・近畿）運輸局自動車監査指導部長 殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 

 

自動車局安全政策課長 

自 動 車 局 貨 物 課 長 

自 動 車 局 整 備 課 長 

 

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて 

 

制  定 平成 21 年 9 月 29 日  国自安第 74 号 

国自貨第 78 号 

国自整第 68 号 

一部改正 平成 22 年 12 月 15 日 

一部改正 平成 25 年 9 月 17 日 

一部改正 令和元年 10 月 31 日 

 

 

各地方運輸局（関東・近畿除く）自動車交通部長 殿 

（関東・近畿）運輸局自動車監査指導部長 殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 

 

自動車局安全政策課長 

自 動 車 局 貨 物 課 長 

自 動 車 局 整 備 課 長 

 

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて 

 

 

１～６ （略）  

 

 

１～６ （略）  

 

７ 局長通達７行政処分等又は命令の公表関係 

（１）本省自動車局及び地方運輸局は、行政処分等又は命令を行った場合は、当

該行政処分等又は命令について、次に掲げる事項を公表するものとする。 

７ 局長通達７行政処分等又は命令の公表関係 

（１）本省自動車局及び地方運輸局は、行政処分等 （勧告を除く。以下同じ。）

又は命令を行った場合は、当該行政処分等又は命令について、次に掲げる事項を

公表するものとする。 

 

①～⑦ （略） ①～⑦ （略） 
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（２）、（３） （略） （２）、（３） （略） 

（４）ホームページの掲載は、掲載を行った月から５年間継続して行うものとす

る。 

（４）ホームページの掲載は、掲載を行った月から３年間継続して行うものとす

る。 

（５）、（６） （略） （５）、（６） （略） 

 

８ （略） 

 

 

８ （略） 

附 則（令和５年３月２８日 国自安第１５３号、国自貨第１７８号、国自整第

２７１号 一部改正） 

１ この通達は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和５年３月３１日より前に行われた行政処分等であって、ホームページ

への掲載を行った月（文書による勧告にあっては、当該勧告を行った月の翌月）

から起算して５年を経過していない事案についても、７の規定を適用し、ホーム

ページへの掲載を行った月（文書による勧告にあっては、当該勧告を行った月の

翌月）から起算して５年を経過するまではホームページへの掲載を行うものと

する。 

附則 （新設） 

 

  

 


